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滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和31年滋賀県条例第29号）

の一部を次のように改正する。 

 別表１中「1,040,000」を「832,000」に、「900,000」を「720,000」に、

「840,000」を「672,000」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成23年７月１日から施行する。 

２ 平成23年度における滋賀県議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

（平成23年滋賀県条例第５号）は、廃止する。 


